
様式第９ 
特定建設作業実施届出書 

 （申請先）                                 平成  年  月  日 
三浦市長          届出者  氏名又は名称及び住所並びに                             ㊞                法人にあってはその代表者の氏名                 電話番号 

   特定建設作業を実施するので騒音規制法第１４条第１項（第２項）の規定により、次のとおり届け出ます。 
 振動規制法第１４条第１項（第２項） 
建 設 工 事 の 名 称 

 

建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類  
 

 特定建設作業の種類 （該当番号に○印） 騒 音 規 制騒 音 規 制騒 音 規 制騒 音 規 制 法法法法    振 動 規 制振 動 規 制振 動 規 制振 動 規 制 法法法法    １ くい打機、くい抜き機又はくい打くい抜き機を使用する作業（アースオーガ併用を除く。） １ くい打機、くい抜き機又はくい打くい抜き機を使用する作業 ２ びょう打機を使用する作業 ２ 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 ３ さく岩機を使用する作業 ３ 舗装版破砕機を使用する作業 ４ 空気圧縮機を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） ４ ﾌﾞﾚｰｶｰ（手持式の物を除く。）を使用する作業 
 ５ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ又はｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設けて行う作業  ６ ﾊﾞｯｸﾎｳを使用する作業(環境大臣が指定するものを除き原動機の定格出力が 80 ｷﾛﾜｯﾄ以上のもの。) ７ ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙを使用する作業(環境大臣が指定するものを除き原動機の定格出力が 70 ｷﾛﾜｯﾄ以上のもの。) ８ ﾌﾞﾙﾄｰｻﾞｰを使用する作業(環境大臣が指定するものを除き原動機の定格出力が 40 ｷﾛﾜｯﾄ以上のもの。) 特定建設作業に使用される騒音・振動規制法施行令別表第２に規定する機械の名称、型式及び仕様 騒 音 規 制騒 音 規 制騒 音 規 制騒 音 規 制 法法法法    振 動 規 制振 動 規 制振 動 規 制振 動 規 制 法法法法    

 

 

 

 

特 定 建 設 作 業 の 場 所 
 特 定 建 設 作 業 の 実 施 の 期 間 

 

自    年    月    日 至    年    月    日              日間 特定建設作業の開始及び終了の時刻  

 

作 業 開 始  作 業 終 了 作 業 日 実 働 時 間 自 時 至 時  時間 
騒 音 ・ 振 動 の 防 止 の 方 法 

 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名  

 電話番号 届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所                      電話番号 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名  

              電話番号 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所  

              電話番号 ※ 受 理 年 月 日  ※ 審 査 結 果  ◎届出は作業開始日の７日前まで（届出日及び作業開始日は除く） ◎日曜休日・夜間の作業は原則的に禁止 ◎期間を変更する場合は担当課に連絡 
備考は裏面に記載 



備 考 １ この届出書は、２部とする。 ２ 特定建設作業の実施の期間の欄には、その期間中作業をしないこととしている日がある場合は、作業しない日を明示すること。 ３ 特定建設作業の開始及び終了の欄の記載にあたっては、作業の開始時刻及び終了時刻並びに実働時間が同じである日ごとにまとめてさしつかえない。 ４ ※印の欄には、記載しないこと。 ５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ―４とすること。 ６ 本届出に該当しない法律を＝で消去すること。 ７ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあって はその代表者）が署名することができる。 ８ 添付書類 （１） 付近の見取図 （２） 建設作業の工程表（特定建設作業の工程を明示したもの） （３） 特定建設作業に使用する機械等の仕様書及びパンフレット 
                  問い合わせ                            〒230-0298三浦市城山町 1-1                   三浦市環境部環境課                   TEL 046-882-1111(内)297 


